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消防署
だより

　廃棄物の焼却は法律で禁止されていますが、次
のように農業を営むため、やむを得ないものは例
外で認められています。

・稲わら、麦わらなどの焼却
・害虫駆除のための枯れ草の焼却

【農家の皆さんへ】
　ちょっとした不注意で、野焼きをしているときに火
災が発生することがあります。野焼きを行う場合は、
次のことに注意して、火災を予防しましょう。

▼野焼きの注意事項

・  風の強いとき、空気が乾燥しているときは実施し
　ない。

・  水バケツや消火器など、消火の準備をしてから実
　施する。

・  燃えやすい物の近くで実施しない。
・  日中で作業を終わらせ、消火するまではその場
　所を離れない。

・  終わった後は、確実に火を消す。
・  火が燃え広がり拡大した場合は、身の安全を確
　保し、すぐに 119 番通報をする。

◉消防署への届け出

　誤報で消防機関が出動するなどの混乱を
避けるため、火災と紛らわしい煙などが発
生する行為をする場合には、事前に届け出
が必要です（電話でも可能）。
　なおこの届け出は、消防署が事前に野焼
きを知るためで、容認するものではありま
せん。ご注意ください。

【町民の皆さんへ】
　野焼きは、稲わらなどを焼却して田んぼ
にすき込むことにより、地力を高めて収穫
量を向上させることを目的に行われていま
す。特に本町で多い二毛作では、次の作物
の播種までの期間が非常に短いことから、
稲わらなどをより早く分解させるために野
焼きを行い、すき込む必要があります。
　町民の皆さんは、農業を営む野焼きに対
して、ご理解をお願いします。
問産業課農業振興係　☎ 985-4119

　傷病者は症状によって、救急車の揺れの衝撃により容体やけがが
悪化する可能性があります。安静に搬送するため、ゆっくりと走行
する場合がありますので、ご理解をお願いします。 
▶速度を落として走行する例
 ・  事故防止のため、踏切や交差点内で徐行や一時停止をする場合
 ・  救急救命士による「救急救命処置」（医師の指示のもと、点滴や口から 
　チューブを挿入する医療行為など）を行う場合
 ・  細い道路、起伏のある道路や渋滞を通り抜ける場合

ご理解をお願いします
救急車は
安全・迅速に
傷病者を
搬送します
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